
薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。  

 

令和  ７  年１２月１９日  

 

薩摩川内市長   田  中  良  二     

 

薩摩川内市条例第３４号  

薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例の一部を改正する条例  

 

薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例（平成１８年薩摩川内市条例第  

９４号）の一部を次のように改正する。  

第２条第１項第４号中「保健福祉部」を「福祉こども部」に改め、同項中第８

号を第９号とし、第５号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の

１号を加える。  

⑸  健康保険部  

第３条第２項第１号中カを削り、オをカとし、エの次に次のように加える。  

オ  鉄道、バス輸送及び航路の整備充実を図り、利用しやすい多様な交通体

系づくりを推進すること。  

第３条第２項第１号に次のように加える。  

ク  人権が尊重され、差別のない明るい社会づくりを推進すること。  

第３条第２項第３号中イを削り、ウをイとし、エからカまでをウからオまでと

し、同項第４号中「保健福祉部」を「福祉こども部」に改め、カからクまでを削

り、同項第１０号を同項第１１号とし、同項第９号中クをケとし、キの次に次の

ように加える。  

ク  多様な学習機会の創出及び情報の提供に努め、市民活動団体等と協働し、

生涯学習を推進すること。  

第３条第２項中第９号を第１０号とし、第８号を第９号とし、第７号を第８号

とし、同項第６号中エを削り、オをエとし、カからケまでをオからクまでとし、

同号を同項第７号とし、同項第５号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１

号を加える。  

⑸  健康保険部  

ア  市民の健康的な生活を支える国民健康保険事業、後期高齢者医療事業及

び介護保険事業の健全経営を確保し、その充実に努めること。  

イ  健康に対する意識の啓発及び医療体制の充実により、市民の健康の保持

及び増進に努めること。  

ウ  国民年金制度の普及啓発に努め、加入を促進すること。  

附  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  


